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パート詠

た
車
両
は
ỏ
年
税
額
の
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
Ố
ま
た
ỏ
初
め
て
ナ
ン
バ
ồ

の
交
付
を
受
け
て
か
ら
　
年
を
経
過

13

し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
ớ
電
気

自
動
車
ỏ
ハ
イ
ブ
リ
ỽ
ド
車
な
ど
で

地
方
税
法
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す

も
の
を
除
く
Ờ
は
ỏ
年
税
額
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
ớ
重
課
ỜỐ

　
平
成
　
年
度
課
税
の
重
課
の
対
象

28

は
自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
て
い

る
初
度
検
査
年
月
が
平
成
　
年
以
前

14

の
車
両
に
な
り
ま
す
Ố

胸
グ
リ
ồ
ン
特
例
ớ
軽
課
Ờ
に

つ
い
て

　
平
成
　
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
　

27

28

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　
平
成
　
年
1
月
1
日
ま
で
に
家
屋

28

年
3
月
　
日
ま
で
の
間
に
初
め
て
ナ

31

ン
バ
ồ
の
交
付
ớ
※
参
照
Ờ
を
受
け
ỏ

排
出
ガ
ス
性
能
お
よ
び
燃
費
性
能
の

優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
車
両
は
ỏ

表
3
の
年
税
額
と
な
り
ま
す
Ố

※
初
め
て
ナ
ン
バ
ồ
の
交
付
を
受
け

た
日
は
ỏủ
最
初
の
新
規
検
査
Ứ
の
年

月
で
判
断
し
ま
す
Ố
最
初
の
新
規
検

査
の
年
月
は
ỏ
自
動
車
検
査
証
の

ủ
初
度
検
査
年
月
Ứ
で
確
認
で
き
ま

す
Ố

胸
軽
自
動
車
税
は
ỏ
毎
年
4
月
1
日

現
在
の
登
録
名
義
人
で
あ
る
所
有
者

ớ
割
賦
販
売
契
約
で
所
有
者
が
売
主

で
あ
る
場
合
は
使
用
者
Ờ
に
課
さ
れ

ま
す
Ố
納
税
通
知
書
は
毎
年
5
月
中

旬
に
発
送
さ
れ
ỏ
納
期
限
は
5
月
末

日
で
す
Ố

■問 
市
民
税
課
税
制
班
ớ
緯
内
線
3
2

2
ỜỐ

害
研
修
セ
ン
タ
ồ
ớ
鎌
苅
ỜỐ

噛
講
師
ộ
 下
川
 陽
子
氏
ớ
緩
和
薬
物

し
も
か
わ

療
法
認
定
薬
剤
師
ỜỐ

■対 
が
ん
患
者
さ
ん
と
そ
の
ご
家
族
Ố

■定 
　
人
Ố

30
■費 
無
料
Ố

■申 
　
月
5
日
臥
ま
で
に
電
話
で
左
記

12
へ
ớ
先
着
順
ỜỐ

※
詳
し
く
は
左
記
へ
Ố

■問 
日
本
医
科
大
学
千
葉
北
総
病
院
が

ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ồ
ớ
緯
碓99 
2
0

5
7
ỜỐ

※
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
は
ỏ
平
日

の
午
前
　
時
Ỗ
午
後
4
時
ま
で
Ố

10

怯
原
動
機
付
自
転
車
ỏ
オ
ồ
ト

バ
イ
ớ
二
輪
の
軽
自
動
車
お
よ

び
二
輪
の
小
型
自
動
車
Ờỏ
小
型

特
殊
自
動
車
ボ
ồ
ト
ト
レ
ồ

ラ
ồ
　
表
1
の
年
税
額
と
な
り
ま
す
Ố
税

制
改
正
に
よ
り
平
成
　
年
度
か
ら
税

27

額
の
引
上
げ
を
実
施
す
る
予
定
で
し

た
が
ỏ
開
始
が
一
年
間
延
期
さ
れ
平

成
　
年
度
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
Ố

28
怯
軽
自
動
車ớ
三
輪
以
上
の
も
の
Ờ

　
表
2
の
年
税
額
と
な
り
ま
す
Ố
た

だ
し
ỏ
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
平

成
　
年
3
月
　
日
以
前
に
初
め
て
ナ

27

31

ン
バ
ồ
の
交
付
ớ
※
参
照
Ờ
を
受
け

国
民
年
金
保
険
料
の

　
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
国
民
年
金
保
険
料
は
日
本
年
金
機

構
か
ら
の
納
付
書
ớ
領
収
済
通
知

書
Ờ
な
ど
に
よ
り
毎
月
の
保
険
料
を

翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め
ま
す
Ố
保

険
料
を
滞
納
す
る
と
ỏ
将
来
の
老
齢

基
礎
年
金
や
ỏ
障
害
・
遺
族
年
金
な

ど
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
Ố

　
平
成
　
年
度
の
保
険
料
額
は
ỏ
一

27

カ
月
1
5
街
5
9
0
円
で
す
Ố
納
め

た
保
険
料
は
ỏ
全
額
が
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ỏ
税
金
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す
Ố

　
ま
だ
納
付
が
お
済
み
で
な
い
人
は
ỏ

納
付
書
を
持
参
し
ỏ
お
近
く
の
金
融

機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
Ố

　
ま
た
ỏ
納
め
忘
れ
が
な
く
ỏ
納
付

の
手
間
が
か
か
ら
な
い
ủ
口
座
振

替
Ứ
や
ỏủ
ク
レ
ジ
ỽ
ト
カ
ồ
ド
払

い
Ứ
も
あ
り
ま
す
Ố
い
ず
れ
も
保
険

料
を
前
も
ỳ
て
一
度
に
納
め
る
と
割

引
の
あ
る
ủ
前
納
Ứ
が
あ
り
ま
す
Ố

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
ỏủ
保
険
料

免
除
制
度
Ứỏủ
若
年
者
ớ
　
歳
未
満
Ờ

30

納
付
猶
予
制
度
Ứỏủ
学
生
納
付
特
例

制
度
Ứ
が
あ
り
ま
す
Ố

　
所
得
に
一
定
基
準
の
条
件
が
あ
る

の
で
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
Ố

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
Ố

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
ớ
緯
0
4
7
Ổ

4
2
4
Ổ
8
8
1
1
Ờỏ
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
ớ
緯
内
線
2

8
8
・
2
9
9
ỜỐ

  平平
成成
　
年
度
か

年
度
か
らら

2828軽
自
動
車
税
の
引
き
上

　
　
 軽
自
動
車
税
の
引
き
上
げげ

税
金

健
康

が
ん
に
関
す
る

　
　
　
講
演
会
＆
患
者
サ
ロ
ン

　
日
本
医
科
大
学
千
葉
北
総
病
院
で

開
催
さ
れ
る
ỏ
医
療
用
麻
薬
の
正
し

い
使
い
方
に
つ
い
て
の
ủ
講
演
会
ỨỐ

患
者
さ
ん
や
ご
家
族
が
体
験
し
た
こ

と
を
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
お

し
Ỵ
べ
り
会
ủ
患
者
サ
ロ
ン
Ứ
を
開

催
し
て
い
ま
す
Ố

■時 
　
月
　
日
臥
・ừ
講
演
会
Ử
午
後
1

12

12

時
Ỗ
1
時
　
分
ỏừ
患
者
サ
ロ
ン
Ử
午

50

後
2
時
Ỗ
3
時
Ố

■場 
日
本
医
科
大
学
千
葉
北
総
病
院
災

国
保
・
年
金

後
期
高
齢
者
の
障
害
認
定

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
ỏ　75

歳
の
誕
生
日
か
ら
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
ớ
手
続
き
不
要
ỜỐ

　
こ
の
ほ
か
ỏ　
歳
か
ら
　
歳
未
満

65

75

の
一
定
障
害
が
あ
る
人
で
ỏ
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
を
希
望
す
る

人
は
ỏ
申
請
し
広
域
連
合
の
認
定
を

受
け
た
日
か
ら
被
保
険
者
と
な
る
こ

と
が
で
き
ま
す
Ố

ừ
一
定
障
害
Ử

臼
国
民
年
金
証
書
ớ
障
害
基
礎
年
金

な
ど
Ờ　
1
・
2
級
Ố

渦
身
体
障
害
者
手
帳
1
Ỗ
3
級
お
よ

び
4
級
の
一
部
ớ
音
声
ỏ
言
語
ỏ
下

肢
1
・
3
・
4
号
ỜỐ

嘘
療
育
手
帳
ớ
重
度
の
区
分
ỜỐ

唄
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
・

2
級
Ố

ừ
申
請
に
必
要
な
書
類
Ử

臼
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
障
害
の
程

度
が
わ
か
る
も
の
Ố

渦
認
印
Ố

※
障
害
認
定
が
撤
回
さ
れ
た
場
合
も

届
け
出
が
必
要
で
す
Ố

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

ớ
緯
内
線
2
8
9
ỜỐ

12月25日12月25日はは納期限です納期限です
国民健康保険国民健康保険税税

後期高齢者医療保険後期高齢者医療保険料料
　12月25日（金）は、国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料第6期の
納期限です。納め忘れのないように
お願いします。
　納付が困難な場合はそのまま放置
せず、下記窓口で相談してください。
　口座振替を利用している人は、残
高不足のないようご確認ください。
■問 【国民健康保険税】国保年金課資格
保険税班（緯内線281～284）。
【後期高齢者医療保険料】国保年金課
高齢者医療年金班（緯内線289）。

　市では、お正月の
「門松カード」を市民
のみなさんにご利用
いただけるよう、市役
所、各支所、出張所・
公民館など、公共施設
や市内郵便局に配布
場所を設置し、12月1
日（火）から無料配布し
ます。
　配布時間は、各施設の開館中になります。
土曜・日曜日は、公民館などが開館してい
ますのでご利用ください。
　また、市ホームページからダウンロード
もできます。
■問 農政課農政班（緯内線371・372）。

お正月「門松カード」の配布

胸表1　原付自転車、オートバイ、小型特殊自動車税額表胸
年税額種　　類
2,000円50cc以下のもの（ミニカーを除く）原

動
機
付
自
転
車

2,000円二輪90cc以下のもの

2,400円二輪125以下ccのもの

3,700円三輪以上20cc超（ミニカー）
3,600円二輪の軽自動車（125cc超250cc以下）
6,000円二輪の小型自動車（250cc超）
2,400円小型特殊自動車（農耕作業用）
5,900円小型特殊自動車（その他）
3,600円ボートトレーラー

胸表２　軽自動車（三輪以上のもの）税額表胸
年税額

種　　類 最初（新車）の新規検
査から13年を経過し
た車両（重課）

平成27年4月1日以
降に最初（新車）の新
規検査を受けた車両

平成27年3月31日
までに最初（新車）の
新規検査を受けた車両

4,600円3,900円3,100円三輪

12,900円10,800円7,200円自家用乗
用四

輪
8,200円6,900円5,500円営業用

6,000円5,000円4,000円自家用貨
物 4,500円3,800円3,000円営業用

胸表3　軽自動車（グリーン特例（軽課））税額表胸
年税額

種　　類

平成17年排出ガス基
準75％低減達成かつ
平成32年度燃費基準
達成車（平成27年度
燃費基準＋15％達成
車（貨物））

平成17年排出ガス基
準75％低減達成かつ
平成32年度燃費基準
+20％達成車（平成
27年度燃費基準＋
35％達成車（貨物））

電気自動車・天然ガス
自動車（平成21年排
出ガス10％低減）

3,000円2,000円1,000円三輪

8,100円5,400円2,700円自家用乗
用四

輪
5,200円3,500円1,800円営業用

3,800円2,500円1,300円自家用貨
物 2,900円1,900円1,000円営業用

を
取
り
壊
し
た
場
合
ỏ
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
Ố

　
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家

屋
ớ
未
登
記
家
屋
Ờ
を
滅
失
ớ
取
り

壊
し
Ờ
し
た
場
合
や
ỏ
家
屋
の
滅
失

登
記
を
申
請
し
て
い
な
い
場
合
は
ỏ

必
ず
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
Ố

■問 
資
産
税
課
家
屋
班
ớ
緯
内
線
3
3

2
・
3
3
3
ỜỐ


